
令和 2年 5月 27日 

法科大学院生および教職員・関係者の皆様 

法科大学院棟の利用について（６月１日以降） 

 「６月からの本学の基本方針」【５月２６日】＜命ファースト＞に沿って、

利用制限を行っていた法科大学院生の法科大学院棟（自習室）利用について、

人数や時間制限をして認めることとします。 

 詳細の条件等については、FUポータルを確認してください。 

 
（問合せ先） 
法科大学院事務室 
houka@adm.fukuoka-u.ac.jp 
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